
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号 

 
埼
玉
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
車
椅
子
使
用
者
が
車
椅

子
使
用
者
用
便
房
を
利
用
す
る
上
で
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
を
次
の

よ
う
に
定
め
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

埼
玉
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
条
例
第
六
条
第

一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
車
椅
子
使
用
者
が
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
利
用
す
る
上
で
支
障
が

な
い
も
の
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す

る
。 

一 

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
便
所

（
次
号
に
お
い
て
「
不
特
定
多
数
利
用
便
所
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
階
が
直
接
地
上
へ
通
ず

る
出
入
口
の
あ
る
階
で
あ
り
、
か
つ
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
一
以
上
（
当
該
車
椅
子
使
用

者
用
便
房
に
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
）

設
け
る
施
設
が
同
一
敷
地
内
の
当
該
出
入
口
に
近
接
す
る
位
置
に
あ
る
場
合 

二 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場
合 

イ 

男
子
用
の
不
特
定
多
数
利
用
便
所
の
み
を
設
け
る
建
築
物 

当
該
男
子
用
の
不
特
定
多
数

利
用
便
所
の
う
ち
一
以
上
に
、
男
子
用
の
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
一
以
上
設
け
る
場
合 

ロ 

女
子
用
の
不
特
定
多
数
利
用
便
所
の
み
を
設
け
る
建
築
物 

当
該
女
子
用
の
不
特
定
多
数

利
用
便
所
の
う
ち
一
以
上
に
、
女
子
用
の
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
を
一
以
上
設
け
る
場
合 

 


